






表 1　手賀沼沿い斜面林保全条例の概要

区分 対象面積 伐採等 所有権移転等 指定契約 期間 助成金（to 所有者） 罰則規定 管理
保全特別樹林 300㎡以上 禁止 協議

買取申出
指定＋
保全契約

10 年 市街化区域：60 円 /㎡
調整区域：40 円 /㎡
＋税額 * 

・原状回復命令等
・伐採での助成金
返還

・所有者管理
・同意による市民開放
・市が下草刈り等の支援

保全屋敷林 200㎡以上 届出 協議 指定 10 年 30 円 /㎡＋税額 ・原状回復命令等・所有者管理
保全樹林 300㎡以上 届出 協議 指定 5年 30 円 /㎡＋税額 ・原状回復命令等・所有者管理
手賀沼沿い保全樹木 宅地内樹木 届出 協議 指定 5年 5000 円 / 本 ・原状回復命令等・所有者管理

*　市街化区域にある場合：当該保全特別樹林に係る固定資産税及び都市計画税額 , 市街化調整区域にある場合：当該保全特別樹林に係る固定資産税額

5.　既存の市町村条例の実効性評価

5.1　「手賀沼沿い斜面林保全条例」について

　当条例は、斜面林の状況に応じた 4 区分の「重

点対象地区」を設定し、各々に応じた規定を設

けた施策である（表1）。保全特別樹林の区分のみ、

市による買取規定がある点が特徴である。

5.2　実効性評価の手法

　施行開始時に選定された「重点対象地区」の

範囲と 2014 年時点で実際に指定されている範

囲それぞれを我孫子市公園緑地課提供のデータ 03

を基にトレースし、dwg データを Autodesk® 
AutoCAD LT® 2021 を用いて把握した面積か

ら、指定率を算出し、実効性として評価する。

5.3　実効性評価の結果

　買取規定がある最重点地区が最も高く約

18％、重点地区－屋敷林では指定が見られない。

すべての区分で、未指定緑地として残存してい

る割合が 50％以上存在することが分かる（表 2）。
表 2　各区分での面積変化率と実効性

指定区分
（1999 年時）

最重点地区 重点地区－斜面林

現況
（2014 年時）

未指定緑地 58.97% 未指定緑地 82.84%
保全特別樹林 18.36% 保全樹林 10.79%
開発地 10.87% 開発地 5.21%
街区公園 5.79% 街区公園 0.81%
都市緑地 3.54% 保全緑地 0.36%
保全緑地 2.47%

指定区分
（1999 年時）

重点地区－宅地内樹林 重点地区－屋敷林

現況
（2014 年時）

未指定緑地 53.98% 未指定緑地 96.41%
手賀沼沿い保
全樹木 04

15.43% 開発地 3.59%

開発地 11.93%
都市緑地 9.85%
街区公園 8.80%

5.4　考察

■ 10~20% の低い実効性

　ヒアリング調査 05 から推測される要因として、

⑴地権者が条例に縛られたくないため理解を得

にくい、⑵運用主体が分野横断的な体制（「手賀

沼沿い斜面緑地保全研究会」）から公園緑地課単

体に移り、指定の推進力が不足、⑶維持管理の

実態を考慮できず、支援が不十分、などが挙げ

られる。メリットを増やすなど、指定のハード

ルを下げることや条例の運用主体を部署横断的

な組織が担うこと、第三者による維持管理の協

力を促進する仕組みの必要性が指摘できる。

■ 50％以上が「未指定緑地」として残存

　行政施策の枠組みで保全が図られていない空

間が 50% 以上存在しており、今後こうした「未

指定緑地」に対して市民の「働きかけ」を十分

に考慮した行政施策を展開するような連携を行

い、保全していくべきと指摘できる。

5.5　まとめ

　既存条例の評価により、その限界と包括的マ

ネジメントに向けた示唆が得られた。

■価値・ステークホルダーの包括性の欠如

　既存条例は地権者にのみ焦点を当て、その支

援も不十分である。多様な背景を持つ維持管理・

活用の「働きかけ」主体、地権者、行政の 3 者

の関係性や連携を考慮できていない。

■空間構成の包括性の欠如　

　既存条例は斜面林のみを対象にし、地権者へ

の助成による単に緑地という空間確保に留まる。

「働きかけ」に見られる空間領域を考慮したマネ

ジメントの仕組みが必要である。

　これらの包括性を踏まえた崖線空間マネジメ

ントには、多様な「働きかけ」を考慮し、ステー

クホルダーの連携や空間構成の捉え方を再考す

る必要があり、第 6 章ではそのために「働きかけ」

の実態についてケーススタディを行う。

6.　崖線空間に対する人々の「働きかけ」の様相

6.1　「働きかけ」のケーススタディ

　第 3 章の基礎データより、「働きかけ」が確認

された 9 事例を選定し（図 9）、ヒアリング・文

献調査によりその実態についてケーススタディ

を行う（表 3）。ケーススタディでは、その背景

年度

面
積

（
㎡

）

買い取り（保全特別樹林） 解除（保全特別樹林） 保全特別樹林 保全樹林 屋敷林

保全特別樹林、保全樹林、合計、買取面積の変遷

買取（保全特別樹林） 解除（保全特別樹林） 保全特別樹林 保全樹林 屋敷林

面
積（
㎡
）

年度
図 8　「手賀沼沿い斜面林保全条例」指定等の面積変遷



表 4　「働きかけ」ケーススタディの基本事項

No 名称 区域 手賀沼沿い斜面林保
全条例での位置づけ
（計画上）* 

Phase1
「働きかけ」

施策による指定等 根拠条例 Phase2
「働きかけ」

主な活動主体

6.1.1 根戸城址 市街化調整
区域

最重点地区 A-ⅰ,ⅱ

B-ⅰ ,ⅱ

保全特別樹林 手賀沼沿い斜面林
保全条例

Ⅰ-ⅰ,ⅱ ,ⅲ

Ⅱ-ⅱ

・NPO法人 手賀沼トラスト

6.1.2 旧武者小路実篤

邸跡

市街化区域 対象外 A-ⅰ,ⅱ 保存緑地 緑地等の保全及び
緑化の推進に関す
る条例

Ⅰ-ⅰ,ⅱ ,ⅲ

Ⅱ-ⅱ

・㈱三協フロンテア
・我孫子の景観を育てる会

6.1.3 根戸船戸緑地 市街化区域 対象外 A-ⅱ

B-ⅱ

特別緑地保全地区 都市緑地保全法 Ⅰ-ⅱ,ⅲ

Ⅱ-ⅱ

・船戸の森の会

都市緑地 都市公園法

6.1.4 三樹荘 市街化区域 最重点地区（一部） A-ⅰ,ⅱ 保全特別樹林 手賀沼沿い斜面林
保全条例

Ⅰ-ⅱ

Ⅱ-ⅱ

・三樹会

6.1.5 嘉納治五郎別荘

跡（天神山緑地）

市街化区域 最重点地区（一部） B-ⅰ,ⅱ 都市緑地 都市公園法 Ⅰ-ⅰ ・我孫子の文化を守る会

6.1.5' 志賀直哉邸跡（緑

雁明緑地）

市街化区域 重点地区【宅地内樹

木】

B-ⅰ,ⅱ 都市緑地 都市公園法 － －

6.1.6 旧村川別荘 市街化区域 重点地区【斜面林】（一

部）

A-ⅰ,ⅱ

B-ⅰ ,ⅱ

－ － Ⅰ-ⅰ,ⅱ ・旧村川別荘市民ガイド

6.1.7 日立アカデミー

我孫子研修所

市街化区域 最重点地区（一部） A-ⅰ,ⅱ － － Ⅰ-ⅰ,ⅱ ,ⅲ

Ⅱ-ⅱ

・㈱日立アカデミー
・我孫子の景観を育てる会

6.1.8 滝前不動 市街化調整
区域

重点地区【屋敷林】 A-ⅰ － － Ⅰ-ⅰ,ⅱ ,ⅲ

Ⅱ-ⅱ

・NPO法人 住み良いまちづ
くり研究所

6.1.9 岡発戸市民の森 市街化調整
区域

対象外 A-ⅱ 保存緑地 緑地等の保全及び
緑化の推進に関す
る条例

Ⅱ-ⅱ ・市民の森&古利根みどり
のボランティア

市民の森 市民の森設置事業
実施要項

* ここでは手賀沼沿い斜面林保全条例制定時に行われた調査において位置づけされた重点的に保全が必要と判断された地区を指し、実際に指定が行わ
れているとは限らない。

にあるモチベーション、行政施策との関係性、

ステークホルダー、コスト・資源・組織マネジ

メントについて調査し、基本事項を表 4 に示す。

調査手法 ヒアリング調査 「働きかけ」主体：5者
地権者：2者
行政（我孫子市）部署 :2 部署

文献調査 新聞 /地域誌 /我孫子市史など
市民団体等の広報誌 /HP
土地台帳 /不動産登記簿

6.2　「働きかけ」が崖線空間にもたらすこと

　ケーススタディから「働きかけ」が崖線空間

にもたらすこととして以下の 4 つが示唆される。

⑴崖線空間を見守る監視の目

⑵崖線空間に関わる人々の門戸を広げる

⑶崖線空間の自然環境への介入

⑷資源や知恵の共有と循環

6.3　「働きかけ」の発生メカニズム

　「働きかけ」は施策の有無・種類に関わらず発

生することが分かり、「働きかけ」の発生モデル

と分類を図 10 に示す。行政や市民団体が地権者

と「働きかけ」主体のマッチングを仲介する役

割には一定の効果が見られた。一方、維持管理

が困難な地権者側からの声を拾い、「働きかけ」

主体とマッチングさせる仲介支援を行政や市民

団体が担う仕組みの必要性への示唆が得られた。

6.1.1 根戸城址6.1.1 根戸城址

6.1.2 旧武者小路実篤邸跡6.1.2 旧武者小路実篤邸跡
6.1.4 三樹荘6.1.4 三樹荘

6.1.6 旧村川別荘6.1.6 旧村川別荘 6.1.7 日立アカデミー我孫子研修所6.1.7 日立アカデミー我孫子研修所

6.1.8 滝前不動6.1.8 滝前不動
6.1.9 岡発戸市民の森6.1.9 岡発戸市民の森

対象崖線対象崖線

6.1.5 嘉納治五郎別荘跡（天神山緑地）6.1.5 嘉納治五郎別荘跡（天神山緑地）
6.1.3 根戸船戸緑地6.1.3 根戸船戸緑地

図 9　ケーススタディ対象

図 10　「働きかけ」の発生プロセスモデルの分類図
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表 3　ケーススタディにおける調査概要
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6.4　維持管理の「働きかけ」と行政施策

　地権者の資金力で維持管理の「働きかけ」の

様相が異なることが明らかになった。資金力の

ある地権者は施策に頼らず、維持管理の「働き

かけ主体に金銭的な支援や業務委託を行う。一

方、施策による地権者への金銭的な補助は不十

分かつ「働きかけ」主体にまで行き届いていない。

市
市民
団体

所（私）

低

高

保全特別樹林　指定
（手賀沼沿い斜面林保全条例）

金銭以外の連携

市 業者等

業者等

所（企）
保存緑地　指定

（緑地等の保全及び緑化の推進に関する条例）
金銭を支払い業務委託

市民
団体

所（寺）
金銭サポート

<大きなギャップ><大きなギャップ>少 多

￥

￥

￥￥

￥

所（企）
金銭を支払い業務委託

<

地
権
者
の
資
金
力>

7.　結論

7.1　まとめ

　第 5 章では既存条例の限界と包括的な崖線空

間マネジメントへの示唆を得て、第 6 章で明ら

かにした「働きかけ」の実態を踏まえ、図 12 に

示す包括的なマネジメントに向けた知見を得る。

7.2　包括的な崖線空間マネジメントモデル

　成熟期の郊外住宅地においてライフスタイル

に変化が起こりつつある市民が空間での活動の

担い手となることが期待され、本研究で明らか

にした事項を根拠に、人々の「働きかけ」を踏

まえた持続可能なまちづくりに向けた崖線空間

マネジメントのモデル図を提示する（図 13）。

【既存施策】

斜面林所

主体
（市民団体等）

主体
（市民団体等）

緩いコミュニティ

新規
主体

市民

市民

行政
（公園緑地課）

【崖線空間マネジメントモデル】

斜面林

農地等

樹林地等台地台地

崖線崖線
崖線空間

（立体的に連続する環境）
崖線空間

（立体的に連続する環境）

低地低地
支援支援

経済的な状況
に応じた支援
経済的な状況
に応じた支援

支援
が
手薄

支援
が
手薄 支援支援

設立
支援・助言
設立

支援・助言

段階的な参加を促進段階的な参加を促進

連携不足連携不足

所 ・・・敷地所有者・・・敷地所有者

連携
情報共有
連携
情報共有

マッチング /仲介マッチング /仲介

Ⅰ活用
Ⅱ維持管理
「働きかけ」

Ⅰ活用
Ⅱ維持管理
「働きかけ」

Ⅰ活用
Ⅱ維持管理
「働きかけ」

Ⅰ活用
Ⅱ維持管理
「働きかけ」

所

所

所

行政
（崖線空間マネジメントチーム）

「働きかけ」
の展開や連動
「働きかけ」
の展開や連動

資源循環資源循環

図 13　包括的な崖線空間マネジメントモデル

図 11　地権者の資金力と維持管理の「働きかけ」

空間構成の包括性

価値の包括性 ステークホルダーの包括性

敷地所有者と「働きかけ」の主体をマッチングさせる行政サポート敷地所有者と「働きかけ」の主体をマッチングさせる行政サポート

「働きかけ」を行う主体に焦点を当てた行政サポート「働きかけ」を行う主体に焦点を当てた行政サポート

敷地所有者の経済的状況に応じた行政サポートの段階的整備敷地所有者の経済的状況に応じた行政サポートの段階的整備

行政部署の横断的な連携による施策運用行政部署の横断的な連携による施策運用

市民を「働きかけ」に巻き込むための多様なきっかけづくり市民を「働きかけ」に巻き込むための多様なきっかけづくり
市民を「働きかけ」に巻き込むための段階的な仕組み市民を「働きかけ」に巻き込むための段階的な仕組み

「働きかけ」を受け入れる敷地所有者の積極性「働きかけ」を受け入れる敷地所有者の積極性 敷地所有者による空間の維持管理に関する情報の共有敷地所有者による空間の維持管理に関する情報の共有

立体的に連続する環境を横断する「働きかけ」の推進立体的に連続する環境を横断する「働きかけ」の推進
面的に広く展開される「働きかけ」の推進面的に広く展開される「働きかけ」の推進

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 「働きかけ」主体の役割「働きかけ」主体の役割・・・・・・

・・・・・・

・・・・・・

行政（施策）の役割行政（施策）の役割

敷地所有者の役割敷地所有者の役割

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

連続する空間に対する一体的な「働きかけ」を可能にする仕組み連続する空間に対する一体的な「働きかけ」を可能にする仕組み

Ⅰ：活用とⅡ：維持管理の垣根を超えた「働きかけ」の推進Ⅰ：活用とⅡ：維持管理の垣根を超えた「働きかけ」の推進

図 12　包括的な崖線空間マネジメントに必要な要素


